
千葉市内の全国健康保険協会（協会けんぽ）千葉支部加入事業所の事業主の皆様へ

健康な
職場づくり
宣言

健康づくり
推進事業所
認証制度
（グリーンクラス）

令和７年４月

相 互
乗入れ
スタート

健康な職場づくり宣言の特典
健康経営®を宣言し、健診や禁煙など取組みを選択

健康づくり推進事業所の特典
健康経営の取組内容に応じて３つのクラスで認証

■ 歯科健診（歯科口腔健康診査）が無料

■ 運動やメンタルヘルスの出張セミナーが無料

■ 「事業所カルテ」の定期送付

■ 宣言事業所向け広報誌 「健康経営応援
マガジン」の定期送付

■ 「健康な職場づくり宣言取組事例集」の送付

■ スポーツジムの優待制度

全国健康保険協会（協会けんぽ）千葉支部と千葉市では、平成２６年５月より健康づくり分野における連携を推進する
ため包括的連携協定を締結し、協働で組織的、継続的に就労世代へ働きかけるとともに、生活習慣病対策等のため
事業所における従業員の健康づくりの推進に取り組んでいます。

千葉市 健康推進課
TEL 043‐245‐5794

E-mail kenko-jigyousyo@city.chiba.lg.jp

問合せ
協会けんぽ千葉支部 企画総務グループ
TEL 043‐332‐2811
FAX ０４３-３０１-１２３９（ ）

問合せ

■ 認証事業所のPR
（市の封筒・ホームページに事業所名を掲載）

■ 健康づくりに関する出前講座（無料）

■ 認証事業所向けの情報交換会やセミナーへの
参加が無料

■ 職場での健康づくりに役立つ情報の送付
（年２回程度）

■ クラスアップのための保健師による支援

■ 中小企業への融資制度
【千葉市「中小企業融資制度
（SDGｓ推進支援制度）」】

■ 市長からの表彰
（プレスリリースあり）

１つの申請で、２つの制度の特典 が使えます！

■■ 信用保証料の優遇制度
【千葉県信用保証協会 「パワフルちば(地方創生SDGs支援保証制度)」 】

ブルー・スカーレットへのクラスアップで更に特典が！

ブルークラス以上

スカーレットクラス

千葉市
CHIBA CITY

検索健康な職場づくり宣言 特典 検索千葉市健康づくり推進事業所

「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。



申請方法 どちらの申請でもOK

健康な職場づくり宣言
で申請

■必須項目 【健診・保健指導の実施、

喫煙対策・健康保険委員の登録】と

   任意項目 【健診の受診勧奨や運動

など】のいずれか一つを宣言書
に記載

■千葉市健康づくり推進事業所

の認証申請の同意欄に

申請後約1か月で、健康な職場づくり

宣言登録証が届きます。

申請後、約２か月半で健康づくり推進
事業所（グリーンクラス）認証証が届きます。

１ 社内外に従業員の健康づくり
を宣言

２ 申請書の取組状況の記載

■ No.4.11（必須）
■ No.１４・１６・１７・１８・２０・
２１・２３のいずれか一つ以上
の取組みが必要

※ 全国健康保険協会千葉支部
「健康な職場づくり宣言」用
記載例を参照。

上記の取組を目標として設定
（現時点で未達成でもOK）

健康な職場づくり宣言
登録 完了

申請書送付

グリーンクラスで
申 請

左記のグリーンクラスの内容の
他に、取組みに関する要件があ
ります。

詳細は、千葉市健康づくり推進
事業所のホームページでご確認
ください。

申請書送付

千葉市健康づくり推進事業所
認証 完了※

申請後１か月半程度で、健康づくり推進事業所（各クラス）認証証が
届きます。

  申請後、２か月半程度で健康な職場づくり宣言登録証が届きます。

千葉市健康づくり推進事業所

千葉市健康づくり推進事業所

（グリーンクラス）認証 完了※

健康な職場づくり宣言
登録 完了

従業員の健康づくりに取り組んでいる

２つの制度の特典 を利用！

相 互
乗入れ
完了

※千葉市健康づくり推進事業所認証制度は、認証期間に応じ更新申請が必要です。

１つの申請で、２つの制度の特典 が使えます！

検索健康な職場づくり宣言

年 月 日

〒 区

人

　

【希望区分       　　　　　　】

認証区分変更申請

（様式第１号）

あて先　千葉市長

千葉市健康づくり推進事業所認証申請書

　千葉市健康づくり推進事業所認証実施要綱に基づき、事業所として従業員の健康づくりに積極的に取り組んでいく
ため「千葉市健康づくり推進事業所」の認証を申請します。なお、申請資格に相違ありません。

新規申請 更新申請

グリーン ブルー スカーレット 】

（フリガナ） （フリガナ）

事業所名 代表者職・氏名

　　　わが社の健康宣言（御社の健康づくりに関する目標をお書きください）
　　　　　　※加入保険組合等で健康宣言を行っている場合は、その写しの添付でも可

（例）従業員が健康でいきいきと働ける職場を目指します。健診受診率100％、禁煙者を増やすなど

健康宣言を事業所内で共有している。

【事業所情報】 ご記入ください。※従業員数は、市内事業所の人数です。

所在地 千葉市

業種

農業・林業・漁業 鉱業 不動産業 電気・ガス・熱供給・水道業

金融業、保険業 建設業 その他サービス業

従業員数 （内　常勤労働者数）　　　　　　　人

情報通信業 教育 卸売業、小売業 生活関連サービス業、娯楽業

運輸業・郵便業 製造業 医療、福祉 宿泊業、飲食サービス業

全国健康保険協会千葉支部への提供項目：本申請書（添付書類除く）の写し 　同意する

　場合はチェック
　※本申請書の「健康づくり担当者」が、「健康な職場づくり宣言」における
　　健康保険委員に該当します。

役職
全国健康保険協会千葉支部加入事業所で、
「健康な職場づくり宣言」の申請に同意す
る場合のみ、健康保険の記号・番号記入

TEL

加入
保険組合

全国健康保険協会 健康保険組合 国民健康保険 その他（　　　　　　　　）

千葉支部
認証後、本申請書の内容をもって、全国健康保険協会千葉支部が実施する「健康な職場
づくり宣言」について、千葉市より同協会に情報提供及び申請することに同意します。

千葉支部
以外

健康づくり
担当者
連絡先 氏名

フリガナ 記号・番号

E:mail

労働安全法第66条の8の3※に基づき、労働者の労働時間の状況を把握している。

労働安全衛生法第66条※に基づき、健康診断を実施している。

労働安全衛生法第66条の10※に基づき、50人以上の事業場における医師、保健師、その他厚生労働省令で定める
者による心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）を行っている。

重大悪質な事案で、労働基準法または労働安全衛生法等に係る違反及び処分等を受けたことがない。

健康増進法、労働安全衛生法並びに千葉市受動喫煙の防止に関する条例に基づき、受動喫煙防止対策を実施して
いる。

・第一種施設（病院・学校・福祉施設等）：原則、敷地内禁煙。ただし、必要な措置を講じた屋外の特定喫煙場所では喫煙可能。

・第二種施設（飲食店・事務所・工場等）：原則、屋内禁煙。ただし、屋内に喫煙専用室等を設置することは可能。

【申請資格】
必ずご記入ください（全て該当にならない場合、申請ができません）。
※労働安全衛生法の対象とならない事業所は、それに準じて記載してください。

市税（本市が賦課徴収するものに限る）、消費税及び地方交付税、所得税または法人税の未納がない。

千葉市暴力団排除条例第9条に規定する暴力団員等又は暴力団と密接な関係にない。

敷地内禁煙 屋内禁煙 法令に準拠した喫煙専用室等を設置

「グリーンクラス」は、次ページからの【取組状況】に伴う添付書類は不要です。

※全クラスで市税等の未納、受動喫煙
防止条例の遵守など、申請資格の
要件があります。

申請書内の、
健康な職場づくり宣言の

登録申請の同意欄に

※ 申請書内の、健康づくり
担当者を、健康な職場

    づくり宣言の「健康保険
    委員」として登録します。

検索千葉市健康づくり推進事業所

ブルークラス もしくは

スカーレットクラスで
           申 請
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